
～ 福岡のすべての子どもが身につけてほしい大事なこと ～

福岡スタンダード「あいさつ・掃除 自学 立志」

福岡市教育委員会

平成30年度

福岡市の教育施策

立
志
式



Ⅰ 平成30年度 教育委員会 運営方針 …………… Ｐ１

１ 施策・事業の推進 …………… Ｐ２

＜施策概要＞

「新しいふくおかの教育計画」の推進

（１）たくましく生きる子どもの育成 …………… Ｐ４

ア 確かな学力の向上

イ 豊かな心，健やかな体の育成

ウ 地域の特性を生かした教育と国際教育の推進

エ 市立高等学校の活性化

オ 不登校の子どもへの支援・いじめの未然防止の充実

カ 特別支援教育の推進

（２）信頼される学校づくりの推進 …………… Ｐ11

（３）信頼に応え得る教員の養成 …………… Ｐ11

（４）社会全体での子どもたちの育成 …………… Ｐ12

ア 子どもの安全確保に向けた取組の推進

イ 家庭・地域における教育の支援

（５）教育環境づくりの推進 …………… Ｐ13

ア 安心して学ぶことができる教育環境の整備

イ 教員が子どもと向き合う環境づくり

（６）人権教育の推進 …………… Ｐ15

「総合図書館新ビジョン」の推進

図書館事業の充実 …………… Ｐ15

２ 事業・業務等の見直し …………… Ｐ16

３ コンプライアンスの推進，人材育成・活性化等

…………… Ｐ17

Ⅱ 教育委員会予算 …………… Ｐ18

Ⅲ 教育委員会組織図 …………… Ｐ19

目 次



平成12年に策定した「教育改革プログラム」の成果と課題を踏まえ，平成21年６月に，

今後10年間の福岡市の教育の指針及び実行計画として「新しいふくおかの教育計画（基本

計画編，実施計画編）」を策定し，福岡市の教育振興基本計画として位置づけました。

また，平成25年度までの前期実施計画に引き続き，社会情勢の変化や新たな課題に対応

するために，平成26年１月に後期実施計画を策定しました。（計画期間：平成26～30年度）

本計画では，めざす子ども像を「基本的生活習慣を身につけ，自ら学ぶ意欲と志を持ち，

心豊かにたくましく生きる子ども」と定めました。この実現のために，福岡スタンダード

（あいさつ・掃除 自学 立志）を「公教育の福岡モデル」の中心に位置づけるとともに，

以下の五つの基本的考え方により，具体的な施策を推進しています。

＜基本的考え方 １＞ たくましく生きる子どもの育成（確かな学力の向上，国際教育の推進 など）

＜基本的考え方 ２＞ 信頼される学校づくりの推進（学校と家庭・地域の連携強化 など）

＜基本的考え方 ３＞ 信頼に応え得る教員の養成（教職員の資質・能力の向上・活性化 など）

＜基本的考え方 ４＞ 社会全体での子どもたちの育成（家庭・地域における教育の強化 など）

＜基本的考え方 ５＞ 教育環境づくりの推進（安心して学ぶことができる教育環境の整備 など）

平成30年度は，本計画の最終年であり集大成の年となります。

これまでの取組みのさらなる推進を図るとともに，成果の検証を十分に行い，これからの

福岡市の教育の指針となる次期教育振興基本計画の策定に取り組んでいきます。

Ⅰ 平成30年度 教育委員会 運営方針
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はじめに
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１ 施策・事業の推進

（２）確かな学力の向上

各学校の課題を踏まえた取組みの推進や児童生徒の一人ひとりの学力課題に応じた取組

みの充実など，福岡市全体の学力の底上げに取り組むとともに，小学校での外国語教育の

早期化など，新学習指導要領の実施に向けた取組みが必要である。

（１）教育相談・支援体制の充実

児童生徒を取り巻く環境が多様化・複雑化しており，子どもが抱える課題の未然防止や

早期発見・対応ができる専門性の高い支援体制の構築が必要である。

現状及び課題

（３）豊かな心，健やかな体の育成

新学習指導要領において，体験活動の重視，体育・健康に関する指導の充実により，豊

かな心や健やかな体を育成することが掲げられており，取組みの推進が必要である。

（４）教員が子どもと向き合う環境づくり

教員が児童生徒と向き合う時間を確保し，日々の生活の質や教職人生を豊かにすること

で，自らの人間性を高め，児童生徒に真に必要な指導を持続的に行うことができる環境を

作り出すため，学校における業務の明確化・適正化や勤務時間の在り方に関する意識改革

などの取組みが必要である。

（６）次期教育振興基本計画の策定

「新しいふくおかの教育計画」の最終年となり，これまでの成果を検証し，社会環境の

変化や国の動向などを踏まえて，次期教育振興基本計画を策定する必要がある。

重点的な取組み

（５）安全・安心な教育環境の整備

適切な改修時期を過ぎた学校施設の累積や，一部の地域では大規模な住宅開発などによ

る児童生徒の増加が顕著であることから，子どもたちが安全・安心かつ，適正な教育環境

で学ぶことができるよう整備が急務である。
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（１）教育相談・支援体制の充実

全ての中学校区にスクールソーシャルワーカーを配置するとともにスクールカウンセ

ラーの配置を充実することにより，教育と心理と福祉の専門家が連携した支援パッケー

ジ「チーム学校」を確立し，全市で展開する。

（２）確かな学力の向上

放課後補充学習を全ての市立小学校に展開し，一人ひとりの学力課題に応じたきめ細

かな指導による学力の定着を図るとともに，外国語の教科化を見据えた小学校５・６年

へのネイティブスピーカーの新たな配置などの取組みを推進する。

（３）豊かな心，健やかな体の育成

子どもたちのチャレンジマインドを育成するアントレプレナーシップ教育や読書環境

づくりを引き続き推進するとともに，部活動指導員制度の新たな導入や栄養教諭の増員

などを行う。

（４）教員が子どもと向き合う環境づくり

学校事務センターの設置，部活動指導員制度の導入やスクールソーシャルワーカーの

全中学校区展開など専門スタッフの配置や学校業務の効率化を図るとともに，「業務改

善のための実施プログラム」に掲げた取組みを着実に実施し，教員が子どもと向き合う

環境づくりを推進する。

取組みの方向性・具体的な取組み

（６）次期教育振興基本計画の策定

外部有識者等の委員で構成する策定検討委員会を設置し，国の新学習指導要領や第３

期教育振興基本計画等を踏まえながら平成31年度からの次期教育振興基本計画の策定を

行う。

（５）安全・安心な教育環境の整備

安全で良好な教育環境の維持と確保を図るため，計画的かつ効率的な施設整備等を進

めるとともに，地域の実情に応じた学校規模適正化の手法の検討など必要な対応を行う。



施 策 概 要

学校，家庭・地域・企業等のそれぞれが教育の主体（担い手）としての責任を持ち，

社会全体で子どもをはぐくむ「共育」を推進するとともに，本市がめざす子ども像「基

本的生活習慣を身につけ，自ら学ぶ意欲と志を持ち，心豊かにたくましく生きる子ど

も」の実現に向け，教育計画の着実な推進を図ります。

ア 確かな学力の向上

・教育実践体制の整備
少人数学級の実施（小１～４，中１），一部教科担任制・少人数指導の実施（小５，６）

・学力パワーアップ総合推進事業 144,033千円
各校の学力課題を踏まえた取組みによる学力向上の推進，ふれあい学び舎事業の拡充

子どもたちは，一人ひとりがこれからの社会を支え創造する大切な存在です。

子どもたちが社会を支える市民となるために，あいさつ，掃除にはじまる基本的生活

習慣や，基礎・基本の学力，コミュニケーション能力，規範意識，そして物事に元気に

取り組むことができる意欲や体力を，発達段階に応じてしっかりはぐくんでいきます。
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「新しいふくおかの教育計画」の推進

（１）たくましく生きる子どもの育成

拡充



・小学校外国語科支援事業 183,618千円
2020年度からの小学校５・６年の外国語教科化を見据えた先行的な取組みとして，
ネイティブスピーカーによる英語教育を実施

・小学校外国語活動支援事業 20,698千円
2020年度からの小学校３・４年の外国語活動導入を見据えた先行的な取組みとして，
ゲストティーチャーによる英語教育を実施

・ネイティブスピーカー（外国人英語指導講師）委託事業 304,745千円
中学校等にネイティブスピーカーを35時間/年配置

・保幼小中連携の推進 114,624千円
福岡市保幼小中連絡協議会の開催及び幼稚園の跡地売却に係る園舎解体経費等

・地域学び場応援事業 3,000千円
保護者を中心とした地域ボランティアによる放課後補充学習等の活動支援

・生活習慣・学習定着度調査 12,000千円
生活習慣等の調査（小４，５及び中１，２），学習定着度の調査（小３～５及び中１，２）

・ことば響く街ふくおか推進事業 2,240千円
「音読・朗読交流会」などを通して，子どもたちの豊かな表現力を育成

・能古小学校・能古中学校における小中一貫教育
平成31年度から，能古小学校・能古中学校で小中一貫教育を実施するための準備
（カリキュラム検討等）
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新規

新規

拡充



イ 豊かな心，健やかな体の育成

・子ども読書活動の推進 6,443千円
子ども読書フォーラム，スタンバード文庫読み聞かせ講座等の実施や「子どもと本の日通信」
の発信等の読書活動に関する啓発

・「子どもと本をつなぐ学校図書館」推進事業 38,545千円
司書教諭が中心の学校体制づくりと学校司書やボランティアを活用した読書環境づくり
を実施

・学校ネットパトロール事業 5,650千円
専門事業者への委託による学校非公式サイト等の監視，学校への情報提供

・体力向上推進事業 2,661千円
児童生徒の体力向上を目指し，教員の研修の充実やスポーツ指導員派遣を実施

・部活動の指導体制の強化 85,348千円
中学校，高等学校での部活動指導体制の充実及び教員の負担軽減のため，補助指導者に
加え部活動指導員を配置

・アントレプレナーシップ教育 5,488千円
小学校における「夢の課外授業」，「ＣＡＰＳ」（全小学校６年）の実施，中学校における「未来
を切り拓くワークショップ」等のキャリア教育を実施

・栄養教諭の計画的配置増による食育の推進
栄養教諭を増員し，食育推進により基本的生活習慣の定着を促進
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新規

拡充

「栄養教諭による食育」

「夢の課外授業」
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ウ 地域の特性を生かした教育と国際教育の推進

・特色ある教育推進事業 15,606千円
全ての市立小・中・高・特支学校及び幼稚園で，地域人材や社会施設等を活用し，国
際理解や福祉など各学校・園の実情に応じたテーマについて実施

・「学生サポーター」制度活用事業 283千円
協定を結んだ１８大学から派遣された「学生サポーター」が補助として教育活動に参加

・職場体験学習事業 284千円
全中学校で２年生を中心に３日間程度の職場体験学習を実施

・子ども日本語サポートプロジェクト 25,829千円
日本語指導が必要な児童生徒への支援の実施

・小学校外国語科支援事業（再掲） 183,618千円

・小学校外国語活動支援事業（再掲） 20,698千円

エ 市立高等学校の活性化

・進路実現・キャリア教育推進事業 5,265千円
福岡女子高校に進路指導員の配置，福翔高校でスチューデント・カンパニー・プログラム
（模擬株式会社の経営等）の実施等

・魅力ある高校づくりの推進 6,962千円
「福岡市立高等学校活性化に向けた取組方針（第２次）」に基づく取組みの推進等

・市立高校国際教育の推進 3,081千円
海外語学研修の実施等

新規

新規

「特色ある教育推進事業（国際理解）」
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オ 不登校の子どもへの支援・いじめの未然防止の充実

≪不登校の子どもへの支援≫
・スクールソーシャルワーカー活用事業 298,422千円
教育と福祉の両面から地域や関係機関と連携し，課題を抱える子どもや保護者などを
支援することを目的としたスクールソーシャルワーカーを増員し，全中学校区へ配置

・スクールカウンセラー等活用事業 122,247千円
スクールカウンセラーを全ての福岡市立小中学校・高等学校・特別支援学校へ配置
小学校の配置日数を拡充。小呂・玄界小中は，心の教室相談員を配置

・不登校対応教員の配置
不登校児童生徒への対応を専任で行う教員を不登校ゼロの小呂中，玄界中以外の
中学校に配置

・教育相談機能の充実 74,413千円
教育カウンセラーによる電話相談等の実施，適応指導教室の運営

≪いじめの未然防止の充実≫
・いじめ・不登校ひきこもり対策支援事業 25,998千円
児童生徒の学級集団における心理状況を把握するため，学級集団アセスメント（全市一
斉Ｑ-Ｕ調査）を実施

・いじめゼロプロジェクト 4,150千円
児童生徒が主体となった，いじめに対する取組みを推進するための「いじめゼロサミット」
の開催等

・学校ネットパトロール事業（再掲） 5,650千円

拡充

拡充

「いじめゼロプロジェクト2017」
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○子どもを取り巻く環境が多様化・複雑化・深刻化

○教員と心理や福祉の専門家が「チーム学校」として，子どもの課題の

未然防止，早期発見・対応

連携

教育相談・支援体制の強化

課題をもつ

子どもや家庭

社会福祉士や精神保健福祉士

スクールソーシャルワーカー（SSW）
●関係機関と連携し，課題をもつ子ども・家庭の支援

福祉の面
からの支援

心理の面
からの支援

学級復帰を
目指し支援

「チーム学校」を全市で展開し，全ての子どもの未来を育む！

全中学校区へ配置
（25人→69人）

SSW１人が１中学校区担当

福祉

チーム学校

医療・福祉機関
警察・司法機関等

全国トップ！

臨床心理士

スクールカウンセラー（SC）
●カウンセリングを通して心をケア

心理

小学校での相談日数を充実
（全小学校で毎月。最大月２日）

小呂・玄界小中は，心の教室相談員を配置

拡充！

スクールソーシャルワーカーを全中学校区へ配置
～ 教育・心理・福祉の支援パッケージ『チーム学校』の確立 ～

不登校対応教員
●校内適応指導教室の運営

●小学校，SSW，SC等との連携

教育

６７中学校に配置済
(小呂・玄界小中は不登校ゼロ)

拡充！

不登校・いじめ

貧困・虐待・・・



カ 特別支援教育の推進

・特別支援学級の整備 97,113千円
特別支援学級の新設に伴う付帯工事，設備更新等

・通級指導教室の整備 8,085千円
通級指導教室の増設に伴う設備更新等

・特別支援教育支援員等の配置 190,151千円
ＬＤやＡＤＨＤ等の障がいのある児童生徒を支援するための特別支援教育支援員の
増員配置

・医療的ケア支援体制整備 42,549千円
特別支援学校における学校看護師の増員配置

・特別支援学校就労支援事業 10,264千円
就職指導員による職場開拓，実務者による技能指導，企業・保護者対象のセミナー等を
実施

・特別支援学校スクールバスの増便 554,135千円
児童生徒数の増加に伴うスクールバスの増便
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拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

「作業体験」
（特別支援学校就労支援事業）



校長を中心とした組織的・協働的な学校経営を推進し，学校の組織力の強化に取り

組むとともに，地域と連携し，開かれた，信頼される学校づくりを進めます。

・学校公開週間推進事業 27千円
市立学校・園を地域住民等に公開（11／１～７）

・学校サポータ―会議推進事業 3,233千円
開かれた学校づくりを推進し，学校教育の活性化を図るため，全市立学校・園に設置
（各学校３回/年程度の開催）

確かな力量と豊かな人間性を備え，使命感を持って子どもたちを導くことができる

教員の確保と指導力の向上を進めます。

また，メンタルヘルスマネジメントによる教員の心の健康づくりの取組みを推進し

ます。

・多様な人材の確保 31,173千円
特別選考による採用，試験方法の工夫・改善により資質・力量のある人材を確保

・教職員の指導力向上を図る研修 32,353千円
経験年数・職能・課題に応じた研修講座の実施

・調査研究 13,466千円
校内研究推進校，教育センター研究協力校の研究推進を支援

・派遣研修 2,092千円
国の研究機関などへの派遣研修の実施

・教職員のメンタルヘルスマネジメント事業 9,541千円
心の病に関する研修の実施，復職者の支援
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（２）信頼される学校づくりの推進

（３）信頼に応え得る教員の養成



子どもたちは学校だけで学ぶのではなく，家庭や地域での生活の中で，様々な体験

を通し，様々な人と関わり合いながら学んでいきます。子どもたちは将来の地域や社

会を支える存在でもあります。このため，学校・家庭・地域・企業等が連携し，協力

し合いながら子どもたちをはぐくんでいく取組みを進めます。

ア 子どもの安全確保に向けた取組の推進

・子どもの安全対策 4,564千円
小学校１年生及び市外からの転入生に防犯ブザーの配布

・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 1,534千円
スクールガードの養成，スクールガードリーダーによる巡回指導等

イ 家庭・地域における教育の支援

・家庭教育支援事業 5,903千円
入学説明会等を活用した保護者学習会へ講師の派遣，PTAと連携した講座等の実施

・ＮＰＯとの共働による不登校児童生徒の保護者支援事業 1,221千円
不登校についてのセミナー等の開催，「不登校ほっとライン」の運営

・家庭の教育力パワーアップ事業 7,500千円
保護者グループの家庭教育に関する学習活動の支援

・地域学び場応援事業（再掲） 3,000千円

・教育相談機能の充実（再掲） 74,413千円
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「家庭で楽しむ読み聞かせ講座」
（家庭教育支援事業）

（４）社会全体での子どもたちの育成



教育委員会事務局は，それぞれの学校が主体性を持ち，充実した教育を行うこと

ができるよう，人材育成やシステム構築に努めるなど，学校が行う教育活動の支援

や家庭への啓発を進めます。また，教育効果が十分発揮できるよう施設整備等を行

います。

ア 安心して学ぶことができる教育環境の整備

・大規模改造事業 2,377,215千円
経年による老朽化に対応するため，概ね築後30年程度で校舎等の大規模改造を実施

・校舎及び附帯施設等整備 1,530,595千円
老朽化等に対応するため，便所改造（洋式化，乾式化），内外壁，校舎附帯施設の改修
等を実施

・校舎増築 3,870,837千円
教室不足が見込まれる学校に校舎の増築を実施

・学校施設空調整備事業 239,865千円
小・中学校に整備した空調設備の維持管理等を実施

・アイランドシティ地区小学校整備 415,145千円
照葉北小学校の校舎建設工事及び開校準備等（平成31年４月開校）

・学校規模適正化事業 530,214千円
平尾小学校の既存校舎改修工事，西高宮小学校の隣接地借り上げによるグラウンド拡張，
高取小学校の増築に向けた基本計画策定等

・学校給食センター再整備事業 1,427,127千円
第１・第２給食センターの運営及び第３給食センターのＰＦＩ事業者選定等

・総合図書館施設整備 280,787千円
総合図書館の建物・設備等の修繕及び更新

・能古小学校・能古中学校における小中一貫教育 1,052,000千円
施設一体型の小中一貫教育推進に向けた校舎増築や備品の整備等
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（５）教育環境づくりの推進

拡充

「照葉北小学校校舎（イメージ）」 「能古小・中学校校舎（イメージ）」
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イ 教員が子どもと向き合う環境づくり

・校務情報化推進事業 764,196千円
校務用情報機器等の整備・更新及び校務支援システムの保守・運用支援等の実施

・学校問題解決支援事業 10,330千円
「学校保護者相談室」の運営，「学校問題法律相談」の実施

・学校事務センターの設置 12,345千円
学校事務の集約処理による効率化及び教員の負担軽減のための学校事務センターを
設置

・部活動指導体制の強化（再掲） 85,348千円

・スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲） 298,422千円

・スクールカウンセラー等活用事業（再掲） 122,247千円

新規

新規

教員にかわって顧問ができる！
単独で試合の引率ができる！
単独で練習ができる！

正しい理解に基づく技術の向上
専門的な指導による安全な部活動

部活動指導員の配置
７３人（中学校69校 高校４校）

生徒と向き合う時間を確保

これまでの補助指導者に加えて

教員の
負担軽減

生徒の
専門技術向上

顧問（教員）をサポート

教員が児童生徒と向き

合える環境を整備！
中央区の全市立小・中・特別支援学校18校

学校事務の一部をセンターへ集約

中央区

学校事務が効率化！

教員から事務職員へ

一部業務を移管！

センター設置により
学校事務センター

※H30年度は中央区で先行実施，H31年度に全市展開

〇拠点校にセンターを
設置

〇複数の事務職員で
集約事務を処理

新規

学校事務センターの設置

時間外の部活動指導
授業以外の書類作成

etc.

教員の負担
・子どもと向き合う
・授業づくりに専念する
・資質能力を向上させる
時間の確保

働き方改革！

部活動指導員制度の導入

この他にも・・・
SSW等の配置拡充など

新規

拡充

拡充



「福岡市教育委員会人権教育推進計画（改訂版）｣に基づき，学校教育においては，

学校の教育活動全体を通じて人権教育の積極的な推進を図るとともに，社会教育に

おいては，人権尊重のまちづくりに取り組む市民の主体的な活動への支援を通して，

人権教育を推進します。

・人権啓発地域推進組織育成 40,307千円
人権啓発地域推進組織の活動支援，補助金交付

・学校における人権教育研修 15,922千円
各学校・園，研究団体に対する研修費の交付

・共生する地域づくり事業 3,750千円
人権課題の当事者を中心とするグループが行う人権問題に関する学習や啓発活動の
支援

・家庭の教育力パワーアップ事業（再掲） 7,500千円

・地域学び場応援事業（再掲） 3,000千円

「福岡市総合図書館新ビジョン」の基本理念「市民がくつろぎ，本や人と楽しくふ

れあえる，新たな学び・情報・交流の拠点となる図書館」をめざし，魅力ある図書

館づくりを推進します。

・魅力ある図書館づくりの推進 183,064千円
新ビジョン事業計画の推進

・図書館資料収集等 163,952千円
図書資料，文書資料，映像資料の収集・整理・保存等
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「総合図書館新ビジョン」の推進

（６）人権教育の推進

図書館事業の充実



（１）事業の選択と集中

既存事業の費用対効果や優先順位を厳しく吟味し，事業の選択と集中を図ることで，

「確かな学力の向上」，「不登校の子どもへの支援・いじめの未然防止の充実」，

「教員が子どもと向き合う環境づくり」などの重要施策を学校と教育委員会事務局が

一体となって着実に推進する。

（２）組織の最適化

教育施策の充実や新たな教育課題等に対応するため，組織の見直し・再編を実施す

るとともに，引き続き民間活用の推進や既存の組織の最適化を図る。
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２ 事業・業務等の見直し

現状及び課題

（１）事業の選択と集中

財源が限られる中，教育に関する様々な市民ニーズに応えていくためには，時代に

合わなくなったものや優先順位が低くなったものを見直し，より一層の重点化や効率

化を進める必要がある。

（２）組織の最適化

多様化する市民ニーズや様々な教育課題に対応していくためには，既存の組織にと

らわれず，時代に合った実効性の高い組織体制を構築する必要がある。

取組みの方向性・具体的な取組み



３ コンプライアンスの推進，人材育成・活性化等

（１）不祥事の再発防止

「体罰」の根絶に向けた新たな取組みを着実に実施するとともに，教職員のコンプ

ライアンス意識の高揚を図るため，倫理研修のさらなる充実強化を図るなど，教育委

員会及び学校・園が一体となって，不祥事を起こさせない校内環境・職場風土づくり

を進める。

（２）教職員の資質・能力の向上

福岡市教員育成指標に基づき，経験年数・職能・課題に応じた研修を実施するとと

もに，学校にいながら学習指導や生徒指導，学級経営の基礎・基本を学べるデジタル

コンテンツを開発する。また，研究推進の支援を行ったり，表彰等により勤労意欲を

高めたりすることで，教員をはじめ職員のより一層の資質・能力の向上・活性化を図

る。

（３）働きやすい職場環境づくり

業務改善によるワーク・ライフ・バランスの確保等を推進し，特に，学校・園にお

いては，学校閉庁日の設定や定時退校（園）日を拡充するなど，教員が心身ともに健

康で，授業や指導に取り組める環境づくりを進め，学校教育の一層の充実を図る。

（４）情報セキュリティ対策の強化

情報管理についての服務規律の徹底を図り，ＵＳＢ等外部記憶媒体の適正利用や情

報漏洩対策セキュリティ機器の活用を推進する。
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現状及び課題

取組みの方向性・具体的な取組み

（１）不祥事の再発防止

体罰や個人情報の不適切な取扱いなど，教職員における不祥事が相次いで発生してお

り，福岡市の教育や教職員に対する市民の信頼回復に向け，これまでの取組みをより一

層充実させる必要がある。

（２）教職員の資質・能力の向上

教育施策の着実な推進及び知識・技能の継承のため，教員をはじめ職員の資質・能力

の一層の向上・活性化を図る必要がある。

（３）働きやすい職場環境づくり

職員が心身ともに健康で，やりがいをもって，業務に取り組むことができる職場環境

づくりを進める必要がある。

（４）情報セキュリティ対策の強化

情報資産をとりまく環境の変化に対応するため，教育現場においても，情報セキュリ

ティ対策の強化を図る必要がある。



平成30年度福岡市一般会計予算は，約8,388億円で，前年度と比較すると，約60億円

の増額となります。

うち，教育委員会所管の予算は，約1,206億円で，一般会計に占める割合は14.4%と

なり，前年度と比較すると，約64億円の増となります。また，率にしても，一般会計

全体の伸び率が0.7％であるのに対し，5.6％の増となっています。

増加の主な理由は，学校の大規模改造や校舎増築などの建設費や老朽化した校舎等

の維持補修費，新規及び拡充した事業の経費などによるものです。

福岡市の平成30年度予算の詳細については，福岡市ホームページをご覧ください。

「福岡市ＨＰ」→「市政情報・市民参加」→「財政・市債・公売」→「予算」
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Ⅱ 教育委員会 予算
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Ⅲ 教育委員会 組織図

菊池　裕次

※　下線部は平成３０年度に新設や名称等の変更を行った組織です。

教 育 委 員 会 （主な分掌事務）

教 育 長 星子　明夫
総 務 部 総務課 教育委員会の会議，文書，秘書，法制，予算，決算，表彰，報道，情報化の推進

委 員 松原 妙子
教育政策課 教育行政の総合企画・調整，調査，統計，広報，広聴

委 員 阿部 晶子

給与課 職員の給与，福利厚生
委 員 木本 香苗

課長
（通学区域調整）

学校の設置・廃止，学校の適正配置計画，通学区域の設定・変更

委 員 町　孝

課長
（コンプライアンス推進）

職員の分限・服務・賞罰，公務員倫理
委 員

教職員第１課 教職員の任免・定数管理・採用試験

職員課
職員（教職員を除く）の人事・研修，職員の給与・勤務条件の基準，安全衛生，公務災害補
償

教職員第２課 教職員の人事

人権・同和教育課 人権教育の総合的な企画・調整，社会教育における人権教育の指導助言
教育次長

教 育 環 境 部 教育環境課
学校施設整備に係る予算・決算・国庫補助，教育施設等の取得・管理及び処分，校舎・校庭
の使用許可

理　事

施設課 教育施設等の建替え等の計画策定，教育施設等の整備・維持補修等

用地計画課 教育施設等用地の取得・管理及び処分，教育施設等跡地の活用計画

教 育 支 援 部 教育支援課 転入学などの就学事務，就学援助の支給，高校生奨学金事業の調整，教科書の無償配布

学務支援課 学校予算の管理，学校の会計事務に係る審査・指導

健康教育課 児童生徒の保健衛生管理，学校給食費の収納・滞納整理

給食運営課 学校給食の運営，栄養指導，献立作成，給食設備等の整備

学校給食センター 中学校・特別支援学校給食の献立作成・栄養指導，給食センターの運営・管理

生涯学習課 生涯学習・社会教育の企画・調整及び事業の推進

各区市民センター 社会教育の指導助言，公民館職員の研修・指導

指 導 部 学校指導課 学校教育の計画及び指導助言，教科用図書の採択等

課長
（保幼小中連携）

保育所，幼稚園，小学校，中学校の連携の推進等

教育相談課 教育相談（いじめ・不登校等），適応指導教室運営

課長
（教科等指導）

各教科等に関する指導助言

生徒指導課 児童生徒の生徒指導，安全教育・事故防止等に関する指導助言

課長
（学校教育企画）

学校教育の企画・調整，市立高校活性化の推進

文書資料（文学・公文書・行政・古文書・郷土）の収集・整理・保存・調査研究・閲覧

発達教育センター
特別支援教育の推進，特別支援学校教育等の指導，就学相談，教育相談（特別支援教育
等）・自立活動

教 育 セ ン タ ー 管理課 施設の管理，連絡調整

研修・研究課
教職員の研修，調査研究，派遣研修，研修・研究の支援，教育情報の提供，教育の情報化
の推進支援

特 別 支 援 学 校 （ ８）

高 等 学 校 （ ４）

映像資料課
映像ホール・ビデオライブラリー等の運営，映像資料の収集・保存・調査研究，映像事業企
画等

幼 稚 園 （ ２）

小 学 校 （144）

課長
（デジタルコンテンツ推進）

教育用デジタルコンテンツの活用推進

中 学 校 （ 69）

総 合 図 書 館 運営課 図書館の企画・調整，総合図書館の指定管理

図書サービス課 図書資料の収集・整理・閲覧・貸出・保存・調査・相談，読書活動支援，分館との連絡調整

文学・文書課



福岡市の教育施策
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